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社会福祉法人 南東北福祉事業団 

介護老人保健施設 リハビリテーションセンター 江古田の森 

従来型 

運営規程 

第１章 事業の目的及び運営の方針  

 

（運営規程設置の主旨） 

第１条 社会福祉法人 南東北福祉事業団が開設する、介護老人保健施設 リハビリテーションセンター  

江古田の森（以下「 施設」という）が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために人員及び管

理運営に関する事項を定める。 

 

（施設の目的） 

第２条  当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下｢利用者｣という）であって、心身の機能の維持回復

を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とする者に対し、介護保険法令趣旨に従って、利用

者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用

者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス

計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並び

に日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

２  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、

原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 

３  当施設では、利用者の人権の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、担当職員に

対し、研修を実施する等の措置を講じる。 

４   当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療

福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提

供を受けることができるよう、できる限り努める。 

５   当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が｢にこやか｣で｢個性豊かに｣過ごすことができる

ようサービス提供に努める。 

 

（施設の名称等） 

第４条 施設の名称及び所在地は、次の通りとする。 

   一 名 称     介護老人保健施設 リハビリテーションセンター 江古田の森 

   二 所在地      東京都中野区江古田 3丁目 14番地 19号 
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第２章 職員の職種、員数及び職務内容 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第５条 施設に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 

 一 管理者  １名 （常勤で専従の医師）※ユニット型・従来型で兼務 

      管理者は、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を－元的に行い、職員に必要な 

指揮命令を行う。また、専ら施設の職務に従事する常勤の者とするが、施設の管理上の支障ない場合 

は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 二 医 師   １名以上 （１名は常勤で専従を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

      利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

 

 三 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士  ２名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む）  

   ※ユニット型・従来型で兼務 

医師の指示及び施設サービス計画に基づき、居宅で自立した日常生活を営むのに必要な心身機能の維持

回復、またはその悪化を防止するための訓練を行う。 

 

 四 看護職員   10名以上（常勤で専従および兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

      医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基 

づく看護・介護を行う。 

 

  五 介護職員   7名以上（常勤専従の職員） 

   利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 

 

  六 管理栄養士   １名以上   （常勤で専従及び兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

食事の献立作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の食事管理を行う 

 

 七 介護支援専門員 １名以上（常勤で専従及び兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

   利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを 

行う。 

 

 八 支援相談員  １名以上（常勤で専従及び兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

入所者等及び家庭の処遇上の相談、区市町村・その他関連施設・事業所との連携等を行う。 

 

 九 薬剤師    委託とする医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に

対し、服薬指導を行う。 

 

 十 事務職員 １名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

   必要な事務を行う。 

 

十一 その他の職員は管理者の指示による業務を行う。 
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第３章 入所定員 

 

（利用定員） 

第６条 施設の入所定員は、２０名とする。 

 

第４章 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第７条 施設は、サービス提供の開始に際して、あらかじめ入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、

従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する必要な重要事項を記載した文書を交付して説明を行

い、同意を得る。 

 

（施設サービス計画の作成） 

第８条 施設の管理者は、介護支援専門員に、施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

２  施設サービス計画の作成を担当させる介護支援専門員は入所者の能力、置かれている環境等の評価を

通じて問題点を明らかにし、入所者の自立を支援する上での課題を把握する。 

３  介護支援専門員は、入所者や家族の希望、把握した課題に基づき、施設サービス計画の原案を作成す

る。原案は、他の従業者と協議の上作成し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、 サービ

ス提供の上で、留意すべき事項等を記載する。 

４  介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について入所者に説明し、同意を得た上で、交付する。 

５  介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行い、 

施設サービス計画の実施状況を把握する。また、必要に応じて、施設サービス計画の変更を行う。 

 

（サービスの取り扱い方針） 

第９条  入所者の心身の状況等に応じて、適切な処遇を行う。 

２   サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 

３   職員は、サービスの提供に当たって、入所者またはその家族に対して、必要事項をわかりやすく説明

する。 

４  入所者本人または他の入所者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束 

その他入所者の行動を制限する行為を行わない。 

５   サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 

 

（サービスの内容） 

第１０条  施設サービスの内容は、次のとおりとする。 

①  施設サービス計画の立案 

     介護支援専門員が施設サービス計画の作成を担当する。 

②  食事 

    時間：朝食  ７：３０～   昼食  １２：００～   夕食  １８：００～ 

    内容：食事の提供は、栄養、入所者の身体状況、嗜好を考慮したものとし、適切な時期に行う。また、

入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努める。利用者の方の嗜好と身体状

況に応じて提供する。 

③  入浴 

     一般浴槽及び特殊浴槽で対応する。週に２回以上の入浴又は清拭を行う。 

④  医学的管理・看護 

     医師・看護職員が対応する。 

⑤  介護 

     介護・看護職員が対応する。 
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⑥  リハビリテーション 

     理学・作業療法士等が利用者の心身の状態に合わせて機能訓練や作業療法、日常生活動作訓練等を実施

する。 

⑦  相談援助サービス 

     施設、事業所での生活について、その他自宅での生活状況のこと等についての相談に対応する。 

 

 

（被保険者資格及び要介護認定等の確認） 

第１１条 サービスの提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、要介

護認定等の有効期間を確認する。 

２  前項の被保険者証の介護保険法第 73条第 2項に規定する認定審査会意見が記載されている場合、そ

の意見に配慮して、サービスを提供する。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１２条 入所の際に、要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請が既に行われてい

るか否かを確認する。申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに申請が行

えるよう援助する。 

 

（利用者負担の額） 

第１３条 利用者負担の額を以下のとおりとする。 

２  サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービ

スが法定代理受領サービスである時は、その一割の額、二割の額、または三割の額とする。 

３  前項のほか、別表に揚げる費用を徴収する。 

４  第 3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした 

上で、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。 

５  第 3項の利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービス内容及び利用料の額、その他必要と認 

められる事項を記載した領収書を利用者に対して交付する。 

 

（サービスの内容、利用料、その他の費用等の記載） 

第１４条  サービスを提供した際には、当該施設サービスの提供日及び内容、法定受領サービス費の額、その 

他必要な事項を、利用者の施設サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。 

２  施設の職員は、健康手帳を所有している者については、健康手帳に必要事項を記載する。 

 

第５章 必要な医療の提供が困難な場合の処置等 

（必要な医療の提供が困難な場合の処置） 

第１５条 施設の医師は、入所者の病状からみて施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると

認めたときは、協力医療機関その他適当な医療機関への収容のための処置を講じ、又は、他の医師ま

たは歯科医師の往診を求める等診療について適切な処置を講じなければならない。 

２  施設の医師は、みだりに入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させ

てはならない。 

３  施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合に

は、当該病院又は診療所の医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければな

らない。 

４  施設の医師は、入所者が往診を受けた医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師または 

歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を

行わなければならない。 
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第６章 非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第１６条 非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成する。非常時・災害時は、併

設である社会福祉法人南東北福祉事業団の運営する特別養護老人ホーム江古田の森、ケアハウス江古

田の森、障害者支援施設江古田の森と協力し、避難・初期消火を実施する。また、非常災害に備え、

少なくとも１年に２回以上は避難、救出その他必要な訓練等を行なう。 

 

第７章 サービス利用に当たっての留意事項  

 

（日課の励行） 

第１７条 入所者は、管理者や医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、介護職員などの指導による施設サ

ービス計画に基づく日課を励行し、利用者相互及び施設の秩序を保ち、相互親睦に努める。 

 

（外出及び外泊） 

第１８条 入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより各階のサービスステーションに届け

出る。 

 

（定期的受診） 

第１９条 入所者は、施設の医師の定期的診察を受け、その指示により医学的管理を受ける。 

 

第８章 その他運営に関する重要事項 

 

（入退所の記録の記載） 

第２０条 入所に際して、入所年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。また、退所に際しては、

退所年月日を被保険者証に記載する。 

 

（利用者に関する市区町村への通知） 

第２１条 入所者が、正当な理由がなくサービスの利用に関する指示に従わずに要介護状態の程度を増進させ

たと認められるとき、偽りや不正な行為によって保険給付を受けた、あるいは受けようとしたときは、

区市町村に対して通知する。 

 

（勤務体制の確保） 

第２２条 入所者に対して適切なサービスを提供できるよう、施設の従業者の勤務体制を定める。 

２  職員の資質向上のための研修の機会を次の通り設ける。 

    一 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

    二 継続研修      年２回以上 

 

（衛生管理等） 

第２３条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理 

に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に 

行う。 

２  感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の 

ための指針（別添）を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 

（１）当施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員 

会（テレビ電話装置等活用して行うことができる。）をおおむね３月に１回以上開催すると 
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ともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。 

（２）当施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）当施設において、担当職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための 

研修及び訓練を定期的に実施する。 

３ 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回以上、検便を行う。 

４ 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。 

 

（介護・診療情報の提供および個人情報の保護） 

第２４条 当施設は、利用者の皆様への説明と納得に基づくサービス提供（インフォームド・コンセント）お

よび個人情報の保護に積極的に取り組む。 

２  利用者の病状やケアについて質問や不安がある場合、直接、当施設職員に質問し、説明を受けられ

る。この場合、特別の手続きは必要はなし。 

３  利用者の介護・診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合、当施設職員に開示を申し出できる。その 

   場合、開示、謄写に必要な実費を徴収する。 

４   当施設が保有する個人情報（介護・診療情報等）が事実と異なる場合、内容の訂正・利用停止を求

めることができる。職員は申し出があった内容について、調査の上対応する。                       

５   個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用しない。 

①サービス提供のために利用する他、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉

施設との連携などのために個人情報を利用する場合。 

②外部機関による施設評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告する場合。 

  尚、詳細は別紙、個人情報利用の目的に記載。 

６  利用予定の変更、介護給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、利用者様本人に連

絡の場合があるが、事前に受付までお申し出があった場合は連絡はしない。居室における氏名の掲示

を望まない場合、申し出を必要とするが、事故防止・安全確保のためには、氏名の掲示が望ましい。 電

話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、申し出を必要とす

る。尚、一度出された希望を、いつでも変更することが可能とする。 

７  個人情報保護相談窓口を、施設の支援相談員とする。 

 

（協力医療機関等） 

第２５条  施設は、利用者の病状の急変及び事業の提供体制の確保のため、協力医療機関等を以下に定める。 

          ①協力医療機関 

 

 

 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 ヤマザキ歯科医院 

所在地 東京都中野区江古田３－５－５ 

診療科 歯科 

 

  ２  施設は、入所者の病状の急変等に等に備えるため、あらかじめ、次の各号に揚げる要件 

    を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を 

    定める。但し、複数の医療機関を協力医療機関としても定めることにより当該各号の要件 

    を満たすこととしても差し支えない。 

   一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、 

    常時確保していること。 

   二 当該施設からの診療の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保してい 

    ること。 

   三 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の 

医療機関の名称 総合東京病院 

所在地 東京都中野区江古田３－１５－２ 

診療科 内科・外科・整形外科・他 
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    医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受 

け入れる体制を確保していること。 

  ３  施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対 

    応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該施設に係る指定を行った都道府県 

知事に届け出する。 

  ４  施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第１７項に規 

定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう 

に努める。 

  ５  施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種 

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う。 

  ６  施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が 

    軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所させることが 

    できるように努める。 

 

（掲 示） 

第２６条  事業者は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、その他利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 

  ２  事業所は、重要事項を記載した書面を当該施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に 

閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

  ３  事業所は、原則として、重要事項をウエブサイドに掲載する。 

 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委 

員会の設置） 

第２７条 施設は、当該施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向 

    上に資する取組の促進を図るため、当該施設における入所者の安全並びに介護サービスの 

    質の確保及び職員の負担軽減に資する方針を検討するための委員会（テレビ電話装置等を 

    活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第２８条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、要介護被保険者に施設を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与しない。 

２   居宅介護支援事業者またはその従業者から、施設からの退所者を紹介することの代償として、金品

その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（苦情処理） 

第２９条 入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。         

２  自ら提供したサービスに関して、介護保険法第２３条の規定により、市区町村からの文書の提出・

提示の求め、又は市区町村職員からの質問・紹介に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。

市区町村から指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行う。 

３  サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が介護保険法第１７６条第

１項第２号に基づき行う調査に協力するとともに、自ら提供したサービス関して、国民健康保険団体

連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行う。 

４  第三者評価の実施状況：未実施。 

 

（地域との連携） 

第３０条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。 

 

（事故発生時の対応）           

第３１条 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区市町村、入所者の家族等に連絡を

するとともに、必要な措置を講じる。 



 

- 8 - 

２ 入所者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を行う。但し、施設の責

に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。 

 

（職員の質の確保） 

第３２条 当事業所職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

２  当事業所は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保 

 険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を 

 除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる 

 ものとする。 

 

（虐待防止のための措置） 

第３３条 事業所は、虐待防止の適正化を図るため、次の措置を実施する。 

  （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果 

について、担当職員に周知徹底を図る。 

  （２）虐待防止のための指針を整備する。 

  （３）担当職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）虐待等が発生した場合に対し、責任者を選任し相談・報告体制を整える。 

   （５）必要に応じ、成年後見制度利用などの支援を行う。 

  （６）前第３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（身体拘束の適正化） 

第３４条 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を実施する。 

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、 

その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（褥瘡対策等） 

第３５条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しない 

ような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定め、その発生を防止するための体制

を整備する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３６条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に実

施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２  担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 

に実施するものとする。 

３  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

（ハラスメント防止のための措置） 

第３７条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上 

必要かつ相当な範囲を超えたものにより、担当職員の就業関係が害されることを防止するため、次の

措置を実施する。 

  （１）ハラスメント防止のための指針を整備する。 

  （２）担当職員に対し、ハラスメント防止の方針を明確にし、必要な研修を定期的に実施する。 

  （３）ハラスメントが発生した場合の相談責任者を選任し、相談体制を整え適切に対応する。 
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（電磁的記録等） 

第３８条 事業所及び担当職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、副本その他文字、図形等、人の知覚によって認識さる事ができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。）で行う事が規定されている、または想定されるものについては、書面に代え

て当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識する事がで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行う事ができるものとする。 

２  事業所及び担当職員は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、書面で行う事が規定されている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、書面に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認

識することができない方法）によることができるものとする。 

 

（会計の区分）  

第３９条 サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。 

 

（記録の整備）           

第４０条 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２  入所者に対するサービスの提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から２年間保存 

する。 

 

（その他） 

第４１条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人 南東北福祉事業団と施設の

管理者との協議に基づいて定める。 

 

附  則 

 

この規程は、平成１９年４月１日より施行する。 

この規程は、平成２３年９月１日より施行する。 

 この規程は、平成２４年９月１日より施行する。 

 この規程は、平成２５年1月1日より施行する。 

 この規程は、平成２５年5月1日より施行する。 

 この規程は、平成２５年10月1日より施行する。 

この規程は、平成２６年２月1日より施行する。 

この規程は、平成２６年４月1日より施行する。  

 この規程は、平成２７年４月1日より施行する。 

 この規程は、平成30年４月1日より施行する。 

 この規程は、令和元年10月1日より施行する。 

 この規程は、令和２年4月1日より施行する。 

 この規程は、令和２年9月1日より施行する。 

 この規定は、令和３年４月１日より施行する。 

この規定は、令和４年１０月１日より施行する。 

この規定は、令和６年４月１日より施行する。 
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別 表  利用料金等について 

     介護老人保健施設サービス（入所）利用料一覧表 
●介護保険施設サービス費（保険給付の利用者負担分／１日あたり） 

①基本型（～39点） 

      

②加算型（４０～５９点）※在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ（51単位）が加算されます。 

 

    従来型個室 多床室 ユニット型個室 

要介護度 負担割合 単位 利用料 単位 利用料 単位 利用料 

要介護１ 1割負担 717 ¥782 793 ¥865 802 ¥875 

2割負担 ¥1,563 ¥1,729 ¥1,749 

3割負担 ¥2,345 ¥2,593 ¥2,623 

要介護２ 1割負担 763 ¥832 843 ¥919 848 ¥925 

2割負担 ¥1,664 ¥1,838 ¥1,849 

3割負担 ¥2,495 ¥2,757 ¥2,773 

要介護３ 1割負担 828 ¥903 908 ¥990 913 ¥996 

2割負担 ¥1,805 ¥1,980 ¥1,991 

3割負担 ¥2,708 ¥2,970 ¥2,986 

要介護４ 1割負担 883 ¥963 961 ¥1,048 968 ¥1,056 

2割負担 ¥1,925 ¥2,095 ¥2,111 

3割負担 ¥2,888 ¥3,143 ¥3,166 

要介護５ 1割負担 932 ¥1,016 1,012 ¥1,103 1,018 ¥1,110 

2割負担 ¥2,032 ¥2,206 ¥2,220 

3割負担 ¥3,048 ¥3,309 ¥3,329 

③在宅強化型（60～69点） 

     

④超強化型（７０点～）※在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ（51単位）が加算されます。 

    従来型個室 多床室 ユニット型個室 

要介護度 負担割合 単位 利用料 単位 利用料 単位 利用料 

要介護１ 1割負担 788 ¥859 871 ¥950 876 ¥955 

2割負担 ¥1,718 ¥1,899 ¥1,910 

3割負担 ¥2,577 ¥2,848 ¥2,865 

要介護２ 1割負担 863 ¥941 947 ¥1,033 952 ¥1,038 

2割負担 ¥1,882 ¥2,065 ¥2,076 

3割負担 ¥2,822 ¥3,097 ¥3,113 

要介護３ 1割負担 928 ¥1,012 1,014 ¥1,106 1,018 ¥1,110 

2割負担 ¥2,023 ¥2,211 ¥2,220 

3割負担 ¥3,035 ¥3,316 ¥3,329 

要介護４ 1割負担 985 ¥1,074 1,072 ¥1,169 1,077 ¥1,174 

2割負担 ¥2,148 ¥2,337 ¥2,348 

3割負担 ¥3,221 ¥3,506 ¥3,522 

要介護５ 1割負担 1,040 ¥1,134 1,125 ¥1,227 1,130 ¥1,232 

2割負担 ¥2,268 ¥2,453 ¥2,464 

3割負担 ¥3,401 ¥3,679 ¥3,696 
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●加算利用料 

費目 算定

単位 

単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明 

初期加算（Ⅰ） 1 日

に つ

き 

60 ¥66 ¥131 ¥197 次に掲げる基準のいずれかに適合する

施設において、急性期医療を担う医療機

関の一般病棟への入院後 30 日以内に退

院し、入所した物について加算する。※

（Ⅱ）との併算不可。 

・空床状況について、地域医療連携ネッ

トワーク等を通じ地域の医療機関に定

期的に情報を共有すること。 

・空床状況について、施設のウェブサイ

トに定期的に公表するとともに、急性期

の複数医療機関の入退院支援部門に対

し、定期的に情報共有を行っているこ

と。 

初期加算（Ⅱ） 1 日

に つ

き 

30 ¥33 ¥66 ¥99 入所から 30日に限り加算される。 

※（Ⅰ）との併算不可。 

サービス提供体制強化

加算（Ｉ） 

1 日

に つ

き 

22 ¥24 ¥48 ¥72 以下のいずれかに該当する場合。 

①介護福祉士が 80%以上 

②勤続10年以上の介護福祉士が35％以

上 

サービス提供体制強化

加算（Ⅱ） 

1 日

に つ

き 

18 ¥20 ¥40 ¥59 直接介護を提供する職員のうち、介護福

祉士が 60%以上配置されている場合。 

サービス提供体制強化

加算（Ⅲ） 

1 日

に つ

き 

6 ¥7 ¥13 ¥20 以下のいずれかに該当する場合。 

①介護福祉士が 50%以上 

②勤続 7年以上の介護職が 30%以上 

③常勤職員 75%以上 

夜勤職員配置加算 1 日

に つ

き 

24 ¥27 ¥53 ¥79 入所者の数が２０または、その端数を増

すごとに 1 以上の数の夜勤を行う介護

・看護職員を配置している場合。 
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栄養マネジメント強化

加算 

1 日

に つ

き 

11 ¥12 ¥24 ¥36 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の

数を 50（施設に常勤栄養士を 1 人以上

配置し、給食管理を行っている場合は

70）を除して得た数以上配置している場

合。 

短期集中リハビリテー

ション実施加算（Ⅰ） 

1 回

に つ

き 

258 ¥282 ¥563 ¥844 医師の指示を受けた理学療法士、作業療

法士もしくは言語聴覚士が、その入所日

から起算して 3 か月以内の期間に集中

的にリハビリを行った場合であって、か

つ、原則として入所時及び 1ヶ月 1回以

上ADL等の評価を行うとともに、その

評価結果等の情報を厚生労働省に提出

し、必要に応じて計画の見直し行うこ

と。 

短期集中リハビリテー

ション実施加算（Ⅱ） 

1 回

に つ

き 

200 ¥218 ¥436 ¥654 入所日から 3 か月以内の期間に集中的

にリハビリテーションを行った場合。 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算

（Ⅰ） 

1 回

に つ

き 

240 ¥262 ¥524 ¥785 以下の 3つの要件を満たしている場合。 

ア）理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士が適切に配置されていること。 

イ）入所者数が理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士の数に対して適切なもので

あること。 

ウ）入所者が退所後生活する居宅又は社

会福祉施設等を訪問し、把握した生活環

境を踏まえたリハビリテーション計画

を作成していること。 

（1週間に 3回を限度。算定期間は入所

後 3ヶ月以内） 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算

（Ⅱ） 

1 回

に つ

き 

120 ¥131 ¥262 ¥393 認知症短期集中リハビリテーション実

施加算（Ⅰ）のア及びイに該当するもの

であること。 

（1週間に 3回を限度。算定期間は入所

後 3ヶ月以内） 
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リハビリテーションマ

ネジメント計画書情報

加算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

53 ¥58 ¥116 ¥174 以下の要件を満たしている場合。 

ア）リハビリテーション計画書の内容等

の情報を厚生労働省に提出しているこ

と。必要に応じて内容を見直す等、実施

に当たって当該情報その他リハビリテ

ーションの適切かつ有効な情報を活用

する。 

イ）口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マ

ネジメント加算を算定すること。 

ウ）医師をはじめ他職種がリハビリテー

ション計画の内容等の情報その他リハ

ビリの適切かつ有効な実施のために必

要な情報、口腔の健康状態に関する情報

及び栄養状態に関する情報を相互に共

有すること。 

エ）共有した情報を踏まえ、必要に応じ

て見直しを行い、見直し内容について多

職種で共有すること。 ※（Ⅰ）と（Ⅱ）

併用不可。 

リハビリテーションマ

ネジメント計画書情報

加算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

33 ¥36 ¥72 ¥108 以下の 2つの要件を満たしている場合。 

ア）リハビリテーション実施計画を入所

者または、その家族等に説明し、継続的

にリハビリテーションの質を管理して

いる。 

イ）入所者ごとのリハビリテーション実

施計画の内容等の情報を厚生労働省に

提出し、リハビリテーションの提供に当

たって、造外情報その他リハビリテーシ

ョンの適切かつ有効な実施のために必

要な情報を活用している。 

※（Ⅰ）と（Ⅱ）併用不可。 
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科学的介護推進体制加

算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

40 ¥44 ¥88 ¥131 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔

機能、認知症の状況その他の入所者の心

身の状況等にかかる基本的な情報を厚

生労働省に提出している場合。かつ、必

要に応じてサービス計画を少なくとも3

月に 1回見直すなど、サービスの提供に

当たって前述の情報を活用している場

合。 

科学的介護推進体制加

算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

60 ¥66 ¥131 ¥197 （Ⅰ）に加えて、疾病の状況や薬剤情報

等の情報を厚生労働省に提出している

場合。 

自立支援推進加算 1 か

月 に

つき 

300 ¥327 ¥654 ¥981 以下の全ての要件を満たしている場合。 

ア）医師が入所者ごとに、自立支援のた

めに特に必要な医学的評価を入所時に

行うと共に、少なくとも 3月に 1回医学

的評価の見直しを行い、自立支援にかか

る支援計画等の策定等に参加している。 

イ）アの医学的評価の結果、特に自立支

援のための対応が必要であるとされる

者ごとに、多職種が共同して、自立支援

にかかる支援計画を策定し、支援経過に

従ったケアを実施している。 

ウ）アの医学的評価に基づき、少なくと

も 3月に 1 回、入所者ごとに支援計画を

見直している。 

エ）アの医学的評価の結果等を厚生労働

省に提出し、活用している。 

療養食加算 1 食

に つ

き 

6 ¥7 ¥13 ¥20 医師の発行する食事箋に基づき、療養食

を提供した場合。 
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再入所時栄養連携加算 1 回

に つ

き 

200 ¥218 ¥436 ¥654 医療機関から施設への再入所者であっ

て、特別食等を必要とする者。 

栄養に関する指導又はカンファレンス

に同席し(※)、医療機関の管理栄養士と

連携して、再入所後の栄養ケア計画を作

成する。 

※テレビ電話装置等を活用して参加す

ることも可。 

経口維持加算（Ｉ） 1 か

月 に

つき 

400 ¥436 ¥872 ¥1,308 水飲みテストや頚部聴診法等により誤

嚥が認められる利用者に対し、経口維持

計画を作成し、経口摂取を維持するため

の管理を行っている場合。 

経口維持加算（Ⅱ） 1 か

月 に

つき 

100 ¥109 ¥218 ¥327 経口維持計画を作成し、経口摂取を維持

するための管理を行っている場合。 

経口移行加算 1 日

に つ

き 

28 ¥31 ¥61 ¥92 経口維持計画を作成し、経管栄養から経

口摂取を進めるための栄養管理を行っ

ている場合。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 1 か

月 に

つき 

90 ¥99 ¥197 ¥295 施設の従業者又は歯科医師もしくは歯

科医の指示を受けた歯科衛生士が施設

入所時及び入所後の定期的な口腔の健

康状態の評価を実施すること。 

技術的助言及び指導又は航空の健康状

態の評価を行う歯科医師もしくは歯科

医の指示を受けた歯科衛生士において

は、当該施設との連携について、実地事

項等を文書で取り決め行うこと。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 1 か

月 に

つき 

110 ¥120 ¥240 ¥360 （Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理

にかかる計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施

に当たって、当該情報その他口腔衛生等

の管理の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用している場合。 
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褥瘡マネジメント加算

（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

3 ¥4 ¥7 ¥10 以下の要件を満たした場合。 

ア）入所者ごとに入所開始時に褥瘡の有

無を確認し、褥瘡の発生と関連のあるリ

スクについて評価し、その後少なくとも

3月に 1回評価する。 

イ）確認及び評価の結果等の情報を厚生

労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当た

って、当該情報その他褥瘡管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活

用していること。 

ウ）アの確認の結果褥瘡が認められ、又

はアの評価の結果褥瘡が発生するリス

クがあるとされた入所者ごとに、医師を

はじめ他職種が共同して褥瘡管理に関

する褥瘡ケア計画を作成する。 

エ）褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施

するとともに、管理内容や状態について

定期的に記録すること。 

オ）アの評価に基づき 3月に 1回見直し

すること。 

褥瘡マネジメント加算

（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

13 ¥15 ¥29 ¥43 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、施設

入所時の評価の結果、褥瘡の認められた

入所者について当該褥瘡が治癒したこ

と、又は褥瘡が発生するリスクがあると

された入所者について、褥瘡の発生がな

い場合。 

※（Ⅰ）との併算不可。 
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排泄支援加算（Ⅰ） 1 か

月 に

つき 

10 ¥11 ¥22 ¥33 以下の要件を全て満たしている場合。 

ア）排せつに介護を要する利用者ごと

に、要介護状態の軽減の見込みについ

て、医師または、医師と連携した看護師

が施設入所時に評価するとともに少な

くとも 3月に 1回、評価を行い、その評

価結果等を厚生労働省に提出し、その情

報等を活用している。 

イ）アの評価の結果、適切な対応を行う

ことにより、要介護状態の軽減が見込ま

れるものについて、医師、看護師、介護

支援専門員等が共同して、排泄に介護を

要する原因を分析し、それにも度付いた

支援計画を作成し、支援を継続してい

る。 

ウ）少なくとも 3月に 1回、入所者ごと

に支援計画を見直している。 

排泄支援加算（Ⅱ） 1 か

月 に

つき 

15 ¥17 ¥33 ¥49 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、要介

護状態の軽減が見込まれるものについ

て、「施設入所時と比較して、排尿・排

便の状態の少なくとも一方が改善する

とともに、いずれにも悪化がない」場合。

「おむつ使用から使用なしに改善した」

場合。利用開始時に「尿道カテーテルが

留置されていた者につき抜去された」場

合。 

排泄支援加算（Ⅲ） 1 か

月 に

つき 

20 ¥22 ¥44 ¥66 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、要介

護状態の軽減が見込まれるものについ

て、「施設入所時と比較して、排尿・排

便の状態の少なくとも一方が改善する

とともに、いずれにも悪化がない」場合、

利用開始時に「尿道カテーテルが留置さ

れていた者につき抜去された」場合、か

つ「オムツ使用ありから使用なしに改善

している」場合。 
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若年性認知症受入加算 1 日

に つ

き 

120 ¥131 ¥262 ¥393 若年性認知症利用者を受け入れ、個別に

担当者を定めて、ニーズに応じたサービ

スを提供した場合。 

認知症情報提供加算 1 回

に つ

き 

350 ¥382 ¥763 ¥1,145 認知症の確定診断を促進し、認知症疾患

医療センター等に紹介した場合。 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 

1 日

に つ

き 

200 ¥218 ¥436 ¥654 医師が、認知症の行動・心理症状が認め

らるため在宅での生活が困難であり、緊

急に入所することが適当であると判断

した者に対し施設サービスを行った場

合。（入所日から 7日を限度とする） 

外泊時費用 1 日

に つ

き 

362 ¥395 ¥789 ¥1,184 居宅において外泊された場合。（1 か月

に 6日を限度とする） 

入所前後訪問指導加算

（Ｉ） 

1 回

に つ

き 

450 ¥491 ¥981 ¥1,472 入所予定日前 30 日以内または入所後 7

日以内に居宅を訪問し、早期退所に向け

た施設サービス計画の策定及び診療方

針を決定した場合。 

入所前後訪問指導加算

（Ⅱ） 

1 回

に つ

き 

480 ¥524 ¥1,047 ¥1,570 入所予定日前 30 日以内または入所後 7

日以内に居宅を訪問し、早期退所に向け

た施設サービス計画の策定及び診療方

針の決定にあたり、生活機能の具体的な

改善目標を定めるとともに、退所後の生

活にかかる支援計画を策定した場合。 

試行的退所時指導加算 1 回

に つ

き 

400 ¥436 ¥872 ¥1,308 入所期間が 1 か月を超える入所者が試

行的に退所する場合において、当該入所

者及びその家族等に対して、退所後の療

養の指導を行った場合。 

退所時情報提供加算

（Ⅰ） 

1 回

限り 

500 ¥545 ¥1,090 ¥1,635 居宅へ退所する入所者について、主治医

に対して診療状況、心身の状況、生活歴

を示す情報を提供した場合に、1回に限

り算定する。 

退所時情報提供加算

（Ⅱ） 

1 回

限り 

250 ¥273 ¥545 ¥818 医療機関へ退所する入所者について、医

療機関に対して診療状況、心身の状況、

生活歴を示す情報を提供した場合に、1

回に限り算定する。 
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退所時栄養情報連携加

算 

1 回

限り 

70 ¥77 ¥153 ¥229 特別食（腎臓食、糖尿病食など）を必要

とする入所者又は低栄養状態にあると

医師が判断した入所者に対し、管栄養士

が退所先の医療機関に対して栄養管理

に関する情報を提供する場合に、1回に

限り算定する。 

入退所前連携加算（Ⅰ） 1 回

限り 

600 ¥654 ¥1,308 ¥1,962 入所予定日前30日以内または入所後30

日以内に、入所者が退所後に利用を希望

する居宅介護支援事業所と連携し、入所

者の同意を得て、退所後の居宅サービス

等の利用方針を定めた場合。 

入退所前連携加算（Ⅱ） 1 回

限り 

400 ¥436 ¥872 ¥1,308 入所期間 1 ヶ月を超える入所者が退所

し、居宅サービス等を利用する場合、居

宅介護支援事業所への情報提供と連携

調整を行った場合。 

かかりつけ医連携薬剤

調整加算（Ⅰ）イ 

1 回

限り 

140 ¥153 ¥306 ¥458 以下の要件を満たしている場合。 

ア）施設の医師又は薬剤師が、高齢者の

薬物法に関する研修を受講する。 

イ）入所 1か月以内に、状況応じて処方

内容を変更する可能性があることにつ

いて主治医に説明し、合意しているこ

と。 

ウ）入所前に当該入所者に 6種類以上の

内服薬が処方されており、施設の医師と

主治医が共同し、入所中に処方内容を総

合的に評価及び調整し、かつ、療養情必

要な指導を行うこと。 

エ）入所中に当該入所者の処方内容に変

更があった場合は、医師、薬剤師、看護

師等の関係職種間で情報共有し、変更後

の状態等について、多職種で確認を行う

こと。 

オ）入所時と退所時の処方内容に変更が

ある場合は変更の経緯、変更後の状態に

ついて、退所時又は退所後 1か月以内に

主治医に情報提供を行いその内容を診

療録に記載していること。 
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かかりつけ医連携薬剤

調整加算（Ⅰ）ロ 

1 回

限り 

70 ¥77 ¥153 ¥229 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ

の要件ア、エ、オ、に掲げる基準のいず

れにも適合していること。 

入所前に 6 種類以上の内服薬が処方さ

れていた入所者について、施設におい

て、服用薬剤の総合的な評価及び調整を

行い、かつ、療養上必要な指導を行うこ

と。 

かかりつけ医療連携薬

剤調整加算（Ⅱ） 

1 回

限り 

240 ¥262 ¥524 ¥785 （Ⅰ）を算定しており、入所者の服薬情

報等を厚生労働省に提出し、処方に当た

って、当該情報その他薬物療法の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活

用している場合。 

かかりつけ医療連携薬

剤調整加算（Ⅲ） 

1 回

限り 

100 ¥109 ¥218 ¥327 （Ⅰ）、（Ⅱ）を算定しており、6種類以

上の内服薬が処方されている入所者に

対し、入所中に処方内容を介護老人保健

施設の医師とかかりつけ医が共同し、総

合的に評価調整し、介護老人保健施設の

入りが、入所時に内服薬の種類を 1種類

以上減少させた場合。 

訪問看護指示加算 1 回

限り 

300 ¥327 ¥654 ¥981 老健の医師が訪問看護師辞書を交付し

た場合。 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ｉ） 

1 日

に つ

き 

51 ¥56 ¥111 ¥167 在宅復帰・在宅療養支援等の指標が 40

点以上である場合。（加算型） 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 

1 日

に つ

き 

51 ¥56 ¥111 ¥167 在宅復帰・在宅療養支援等の指標が 70

点以上である場合。（超強化型） 

緊急時治療管理 1 日

に つ

き 

518 ¥565 ¥1,130 ¥1,694 緊急医療必要時、施設で応急的な治療管

理を行った場合。 

特定治療 対 応

時 

  ¥0 ¥0 ¥0 やむをえない事情により施設で行われ

た特定の処置や手術等について診療報

酬に準じて算定される。 
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所定疾患施設療養費

（Ｉ） 

1 日

に つ

き 

239 ¥261 ¥521 ¥782 肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・

慢性心不全について、施設内で投薬、検

査、注射、処置等を行った場合。（1 回

につき連続する 7 日間を限度として算

定する） 

所定疾患施設療養費

（Ⅱ） 

1 日

に つ

き 

480 ¥524 ¥1,047 ¥1,570 肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・

慢性心不全について、施設内で投薬、検

査、注射、処置等を行った場合で介護老

人保健施設の医師が感染症対策に関す

る研修を受けている場合。（1 回につき

連続する 10 日間を限度として算定す

る） 

地域連携診療計画情報

提供加算 

1 回

に つ

き 

300 ¥327 ¥654 ¥981 大腿骨頸部骨折又は脳卒中について、医

科診療報酬の所定の点数を算定して保

険医療機関を退院した入所者に対し、地

域連携診療計画に基づいて作成された

診療計画に基づき、入所者の治療等を行

うとともに、入所者の同意を得た上で、

当該退院した日の属する月の翌月まで

に、地域連携診療計画管理料を算定する

病院に診療情報を文書により提供した

場合。（１回を限度） 

ターミナルケア加算 

（死亡日 45 日前〜31

日前） 

1 日

に つ

き 

72 ¥79 ¥157 ¥236 以下の 3 つの要件を満たしている入所

者であること。 

・医師が一般的に認められている医学的

知見に基づき回復の見込みがないと診

断した者。 

・入所者又は家族の同意を得て、ターミ

ナルケアに係る計画が作成されている

こと。 

・医師をはじめ多職種が共同して、状態

又は家族の求め等に応じ随時説明を行

い、同意を得てターミナルケアが行われ

ていること。 

ターミナルケア加算 

（死亡日 30 日～4 日

前） 

1 日

に つ

き 

160 ¥175 ¥349 ¥524 

ターミナルケア加算 

（死亡日前々日、前日） 

1 日

に つ

き 

910 ¥992 ¥1,984 ¥2,976 

ターミナルケア加算 

（死亡日） 

1 日

に つ

き 

1,900 ¥2,071 ¥4,142 ¥6,213 
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安全対策体制加算 入 所

時 に

１回 

20 ¥22 ¥44 ¥66 施設において以下の要件を満たすこと。 

・事故防止のための指針整備すること。 

・事故報告、再発防止策の掲示・周知徹

底。 

・事故防止を目的とした委員会・研修の

実施。 

・事故防止対策の担当者の選定・配置。 

協力医療機関連携加算 1 か

月 に

つき 

100 

 

令和 

6年～ 

¥109 ¥218 ¥327 以下の 3つの要件を満たしている場合。 

ア）入所者等の病状が急変した場合等に

おいて、医師又は看護師が相談対応を行

う体制を常時確保していること。 

イ）施設から診療の求めがあった場合に

おいて、診療を行う体制を常時確保して

いること。 

ウ）入所者等の病状が急変した場合等に

おいて、入院を要すると認められた入所

者等の入院を原則として受け入れる体

制を確保していること。 

50 

 

令和 

7年～ 

¥55 ¥109 ¥164 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

10 ¥11 ¥22 ¥33 感染症法に規定する第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応を行う体制を確保すること。協力

医療機関等との間で一般的な感染症の

発生時等の対応を取り決めるとともに、

協力医療機関と連携し適切に対応する

こと。感染症対策向上加算又は外来感染

対策向上加算の係る届け出を行った医

療機関又は地域の医師会が定期的に行

う院内感染に関する研修又は訓練に 1

年に 1回以上参加すること。 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

5 ¥6 ¥11 ¥17 感染症対策向上加算に係る届け出を行

った医療機関から、3年に 1回以上施設

内で感染者が発生した場合感染症制御

等に係る実地指導を受けること。 
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新興感染症等施設療養

費 

1 日

に つ

き 

240 ¥262 ¥524 ¥785 厚生労働大臣が定める感染症に感染し

た場合に相談対応、診療、入院調整行う

医療機関を確保し、かつ当該感染症に感

染した入所者等に対し、適切な感染対策

を行った上で、該当する介護サービスを

行った場合。（月に 1回、連続する 5 日

を限度として算定する） 

生産性向上推進体制加

算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

100 ¥109 ¥218 ¥327 （Ⅱ）の要件を満たし、データにより成

果が確認されていること。 

見守り機器等のテクノロジーを複数導

入すること。 

職員間の適切な役割分担（介護助手の活

用等）の取り組みを行うこと。 

生産性向上推進体制加

算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

10 ¥11 ¥22 ¥33 利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の開催や必

要な安全対策を講じた上で、生産性向上

ガイドラインに基づいた改善活動を継

続的に行っていること。見守り機器等の

テクノロジーを 1つ以上導入すること。

1年以内ごとに 1回、業務改善の取り組

みによる効果を示すデータの提供(オン

ライン)を行うこと。 

介護職員処遇改善加算

Ｉ 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に届け出た場合に、1 か月

において算定した単位数の 1000分の 39に相当する単位数。 

介護職員等特定処遇改

善加算Ⅰ 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、一定の条件をみたし、都道府県知事に届

け出た場合に、1か月において算定した単位数の 1000分の 21に相当する単位数。 
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介護職員等特定処遇改

善加算Ⅱ 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、一定の条件をみたし、都道府県知事に届

け出た場合に、1か月において算定した単位数の 1000分の 17に相当する単位数。 

介護職員等ベースアッ

プ等支援加算 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員等の賃金改善等を実施しているものとして、都知事に届け出た場合に、1 か月におい

て算定した単位数の 0.8％に相当する単位数。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅰ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

介護職員等の確保に向けて処遇改善のため推進されるもの。Ⅱに加え、介護職員等の処遇改善

について一定の要件を満たした場合に、1ヶ月において算定した単位数の 7.5％を乗じる。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅱ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

Ⅲに加え、介護職員等の処遇改善について一定の要件を満たした場合に、1 ヶ月において算定

した単位数の 7.1％を乗じる。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅲ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

Ⅳに加え、介護職員等の処遇改善について一定の要件を満たした場合に、1 ヶ月において算定

した単位数の 5.4％を乗じる。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅳ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

介護職員等の確保に向けて処遇改善のため推進されるもの。処遇改善について一定の要件を満

たした場合に、1ヶ月において算定した単位数の 4.4％を乗じる。 

業務継続計画未実施減

算 

（令和7年3月31日ま

で経過措置あり） 

感染症や非常災害の発生時において、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、

業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務

継続計画が未策定の場合、基本報酬（所定単位数の１００分の３に相当する単位数）を減算します。 

高齢者虐待防止未実施

減算 

（令和7年3月31日ま

で経過措置あり） 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を

定めること）が講じられていない場合に、基本報酬（所定単位数の１００分１に相当する単位数）を減

算します。 
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●居住費・食費（１日あたり） 

費  目 第１段階 第２段階 第３段階① 第 3段階② 第４段階 

居住費 

多 床 室 0円 370円 370円 370円 377円 

従来型個室 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円 

ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円 

食  費 300円 390円 650円 1,360円 1,900円 

 

 

※但し、居住費・食費については令和 6年 8月から下記の表を適用する。 

 

●居住費・食費（１日あたり） 

費  目 第１段階 第２段階 第３段階① 第 3段階② 第４段階 

居住費 

多 床 室 0円 430円 430円 430円 437円 

従来型個室 550円 550円 1,370円 1,370円 1,728円 

ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,370円 2,066円 

食  費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,900円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特別な室料（1日） 

費  目 金  額 

従来型個室（さくら･ぷらたなすの個室） 2750円 

ユニット型個室（いちょう･はなみずき） 3300円 

※居住費とは別にお支払いいただきます。尚、外泊時にも室料をいただきます。 
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●日常生活費 １日 100円 

施設サービスの提供において供与される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる経費であって入所者

等に負担させることが適当と認められるもの。（内訳は次頁参照） 

日常生活費（内訳） 
    

品目 単位 単価 1日使用量 1日 

ティッシュペーパー 1箱（180組 360枚） 83円 0.15箱 12.5円 

ペーパータオル 1ケース（200枚） 126円 35枚 22.1円 

除菌ケアタオル 1ロール（30ｍ） 682.5円 150ｃｍ 34. 

1円 

ベビーローション 1本（125ｍｌ） 500円 8.5ｍｇ 9.7円 

   小計  78.4円 

 

＜口腔ケア用品内訳＞ 

    

Ａセット（自歯のみ） 単位 単価 1日使用量 1日 

歯ブラシ 1本 140円 0.03本 4.2円 

歯間ブラシ 1箱（8本） 480円 0.14本 8.4円 

歯磨き粉 1本（30ｇ） 86円 4ｇ 11.5円 

   小計  24.1円 

     

Ｂセット（自歯＋義歯） 単位 単価 1日使用量 1日 

歯ブラシ 1本 140円 0.03本 4.2円 

歯磨き粉 1本（30ｇ） 86円 4ｇ 11.5円 

義歯洗浄剤 1箱（48錠） 520円 1個 10.8円 

   小計  26.5円 

     

Ｃセット（総義歯） 単位 単価 1日使用量 1日 

義歯用ブラシ 1本 600円 0.03本 18円 

義歯洗浄剤 1箱（48錠） 520円 1個 10.8円 

   小計  28.8円 

     

Ｄセット（自歯・義歯なし） 単位 単価 1日使用量 1日 

コンクールF 1本（100ｍｌ） 916円 3.2ｍｌ 29.5円 

   小計  29.5円 

     

 ①口腔ケア用品以外の物品代合計   78.4 円 

 ②口腔ケア用品代（Ａ～Ｄのうち、最低料金であるＡセットの金額） 24.1 円 

   1日 合計 

  ①＋②＝ 102.5円 

                  上記により、日常生活費を 1日 100円と設定する。 

 

※上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。 

※その他、健康管理費、理美容費、文書料（3300円）、複写物（白黒：10円/1枚 カラー：50円/1枚）は実費となります。 
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別 紙 

個人情報の利用目的 

 

    介護老人保健施設 リハビリテーションセンター江古田の森は、利用者または家族の尊厳を守り安全に配

慮する施設理念の下、お預りしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設・事業所が利用者様等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設・事業所の管理運営業務のうち、 

－入退所等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設・事業所が利用者様等に提供する介護サービスのうち、 

－利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等 

との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

－利用者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－検体検査業務の委託その他の業務委託 

－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち、 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設・事業所の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設・事業所の管理運営業務のうち、 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当施設・事業所において行われる学生の実習への協力 

－当施設・事業所において行われる事例研究 

 

〔学会・出版物等への発表〕 

－特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、 

氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本 

人の同意を得る。 

 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・ 当施設・事業所の管理運営業務のうち、 

－外部監査機関への情報提供 
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社会福祉法人 南東北福祉事業団 

介護老人保健施設 リハビリテーションセンター 江古田の森 

ユニット型 

運営規程 

第１章 事業の目的及び運営の方針  

 

（運営規程設置の主旨） 

第１条 社会福祉法人 南東北福祉事業団が開設する、介護老人保健施設 リハビリテーションセンター  

江古田の森（以下「 施設」という）が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために人員及び管

理運営に関する事項を定める。 

 

（施設の目的） 

第２条  当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下｢利用者｣という）であって、心身の機能の維持回復

を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とする者に対し、介護保険法令趣旨に従って、利用

者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用

者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス

計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並び

に日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

２  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、

原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 

３  当施設では、利用者の人権の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、担当職員に

対し、研修を実施する等の措置を講じる。 

４   当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療

福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提

供を受けることができるよう、できる限り努める。 

５   当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が｢にこやか｣で｢個性豊かに｣過ごすことができる

ようサービス提供に努める。 

 

（施設の名称等） 

第４条 施設の名称及び所在地は、次の通りとする。 

   一 名 称     介護老人保健施設 リハビリテーションセンター 江古田の森 

   二 所在地      東京都中野区江古田 3丁目 14番地 19号 
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第２章 職員の職種、員数及び職務内容 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第５条 施設に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 

 一 管理者  １名 （常勤で専従の医師）※ユニット型・従来型で兼務 

      管理者は、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を－元的に行い、職員に必要な 

指揮命令を行う。また、専ら施設の職務に従事する常勤の者とするが、施設の管理上の支障ない場合 

は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 二 医 師   １名以上 （１名は常勤で専従を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

      利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

 

 三 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士  ２名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む）  

   ※ユニット型・従来型で兼務 

医師の指示及び施設サービス計画に基づき、居宅で自立した日常生活を営むのに必要な心身機能の維持

回復、またはその悪化を防止するための訓練を行う。 

 

 四 看護職員   10名以上（常勤で専従および兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

      医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基 

づく看護・介護を行う。 

 

  五 介護職員   7名以上（常勤専従の職員） 

   利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 

 

  六 管理栄養士   １名以上   （常勤で専従及び兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

食事の献立作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の食事管理を行う 

 

 七 介護支援専門員 １名以上（常勤で専従及び兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

   利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを 

行う。 

 

 八 支援相談員  １名以上（常勤で専従及び兼務の職員を含む）※ユニット型・従来型で兼務 

入所者等及び家庭の処遇上の相談、区市町村・その他関連施設・事業所との連携等を行う。 

 

 九 薬剤師    委託とする医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に

対し、服薬指導を行う。 

 

 十 事務職員 １名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

   必要な事務を行う。 

 

十一 その他の職員は管理者の指示による業務を行う。 
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第３章 入所定員 

 

（利用定員） 

第６条 施設の入所定員は、２０名とする。 

 

第４章 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第７条 施設は、サービス提供の開始に際して、あらかじめ入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、

従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する必要な重要事項を記載した文書を交付して説明を行

い、同意を得る。 

 

（施設サービス計画の作成） 

第８条 施設の管理者は、介護支援専門員に、施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

２  施設サービス計画の作成を担当させる介護支援専門員は入所者の能力、置かれている環境等の評価を

通じて問題点を明らかにし、入所者の自立を支援する上での課題を把握する。 

３  介護支援専門員は、入所者や家族の希望、把握した課題に基づき、施設サービス計画の原案を作成す

る。原案は、他の従業者と協議の上作成し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、 サービ

ス提供の上で、留意すべき事項等を記載する。 

４  介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について入所者に説明し、同意を得た上で、交付する。 

５  介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行い、 

施設サービス計画の実施状況を把握する。また、必要に応じて、施設サービス計画の変更を行う。 

 

（サービスの取り扱い方針） 

第９条  入所者の心身の状況等に応じて、適切な処遇を行う。 

２   サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 

３   職員は、サービスの提供に当たって、入所者またはその家族に対して、必要事項をわかりやすく説明

する。 

４  入所者本人または他の入所者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束 

その他入所者の行動を制限する行為を行わない。 

５   サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 

 

（サービスの内容） 

第１０条  施設サービスの内容は、次のとおりとする。 

①  施設サービス計画の立案 

     介護支援専門員が施設サービス計画の作成を担当する。 

②  食事 

    時間：朝食  ７：３０～   昼食  １２：００～   夕食  １８：００～ 

    内容：食事の提供は、栄養、入所者の身体状況、嗜好を考慮したものとし、適切な時期に行う。また、

入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努める。利用者の方の嗜好と身体状

況に応じて提供する。 

③  入浴 

     一般浴槽及び特殊浴槽で対応する。週に２回以上の入浴又は清拭を行う。 

④  医学的管理・看護 

     医師・看護職員が対応する。 

⑤  介護 

     介護・看護職員が対応する。 
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⑥  リハビリテーション 

     理学・作業療法士等が利用者の心身の状態に合わせて機能訓練や作業療法、日常生活動作訓練等を実施

する。 

⑦  相談援助サービス 

     施設、事業所での生活について、その他自宅での生活状況のこと等についての相談に対応する。 

 

 

（被保険者資格及び要介護認定等の確認） 

第１１条 サービスの提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、要介

護認定等の有効期間を確認する。 

２  前項の被保険者証の介護保険法第 73条第 2項に規定する認定審査会意見が記載されている場合、そ

の意見に配慮して、サービスを提供する。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１２条 入所の際に、要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請が既に行われてい

るか否かを確認する。申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに申請が行

えるよう援助する。 

 

（利用者負担の額） 

第１３条 利用者負担の額を以下のとおりとする。 

２  サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービ

スが法定代理受領サービスである時は、その一割の額、二割の額、または三割の額とする。 

３  前項のほか、別表に揚げる費用を徴収する。 

４  第 3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした 

上で、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。 

５  第 3項の利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービス内容及び利用料の額、その他必要と認 

められる事項を記載した領収書を利用者に対して交付する。 

 

（サービスの内容、利用料、その他の費用等の記載） 

第１４条  サービスを提供した際には、当該施設サービスの提供日及び内容、法定受領サービス費の額、その 

他必要な事項を、利用者の施設サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載する。 

２  施設の職員は、健康手帳を所有している者については、健康手帳に必要事項を記載する。 

 

第５章 必要な医療の提供が困難な場合の処置等 

（必要な医療の提供が困難な場合の処置） 

第１５条 施設の医師は、入所者の病状からみて施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると

認めたときは、協力医療機関その他適当な医療機関への収容のための処置を講じ、又は、他の医師ま

たは歯科医師の往診を求める等診療について適切な処置を講じなければならない。 

２  施設の医師は、みだりに入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させ

てはならない。 

３  施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合に

は、当該病院又は診療所の医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければな

らない。 

４  施設の医師は、入所者が往診を受けた医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師または 

歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を

行わなければならない。 
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第６章 非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第１６条 非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成する。非常時・災害時は、併

設である社会福祉法人南東北福祉事業団の運営する特別養護老人ホーム江古田の森、ケアハウス江古

田の森、障害者支援施設江古田の森と協力し、避難・初期消火を実施する。また、非常災害に備え、

少なくとも１年に２回以上は避難、救出その他必要な訓練等を行なう。 

 

第７章 サービス利用に当たっての留意事項  

 

（日課の励行） 

第１７条 入所者は、管理者や医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、介護職員などの指導による施設サ

ービス計画に基づく日課を励行し、利用者相互及び施設の秩序を保ち、相互親睦に努める。 

 

（外出及び外泊） 

第１８条 入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより各階のサービスステーションに届け

出る。 

 

（定期的受診） 

第１９条 入所者は、施設の医師の定期的診察を受け、その指示により医学的管理を受ける。 

 

第８章 その他運営に関する重要事項 

 

（入退所の記録の記載） 

第２０条 入所に際して、入所年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。また、退所に際しては、

退所年月日を被保険者証に記載する。 

 

（利用者に関する市区町村への通知） 

第２１条 入所者が、正当な理由がなくサービスの利用に関する指示に従わずに要介護状態の程度を増進させ

たと認められるとき、偽りや不正な行為によって保険給付を受けた、あるいは受けようとしたときは、

区市町村に対して通知する。 

 

（勤務体制の確保） 

第２２条 入所者に対して適切なサービスを提供できるよう、施設の従業者の勤務体制を定める。 

２  職員の資質向上のための研修の機会を次の通り設ける。 

    一 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

    二 継続研修      年２回以上 

 

（衛生管理等） 

第２３条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理 

に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に 

行う。 

２  感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の 

ための指針（別添）を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 

（１）当施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員 

会（テレビ電話装置等活用して行うことができる。）をおおむね３月に１回以上開催すると 
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ともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。 

（２）当施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）当施設において、担当職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための 

研修及び訓練を定期的に実施する。 

３ 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回以上、検便を行う。 

４ 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。 

 

（介護・診療情報の提供および個人情報の保護） 

第２４条 当施設は、利用者の皆様への説明と納得に基づくサービス提供（インフォームド・コンセント）お

よび個人情報の保護に積極的に取り組む。 

２  利用者の病状やケアについて質問や不安がある場合、直接、当施設職員に質問し、説明を受けられ

る。この場合、特別の手続きは必要はなし。 

３  利用者の介護・診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合、当施設職員に開示を申し出できる。その 

   場合、開示、謄写に必要な実費を徴収する。 

４   当施設が保有する個人情報（介護・診療情報等）が事実と異なる場合、内容の訂正・利用停止を求

めることができる。職員は申し出があった内容について、調査の上対応する。                       

５   個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用しない。 

①サービス提供のために利用する他、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉

施設との連携などのために個人情報を利用する場合。 

②外部機関による施設評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告する場合。 

  尚、詳細は別紙、個人情報利用の目的に記載。 

６  利用予定の変更、介護給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、利用者様本人に連

絡の場合があるが、事前に受付までお申し出があった場合は連絡はしない。居室における氏名の掲示

を望まない場合、申し出を必要とするが、事故防止・安全確保のためには、氏名の掲示が望ましい。 電

話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、申し出を必要とす

る。尚、一度出された希望を、いつでも変更することが可能とする。 

７  個人情報保護相談窓口を、施設の支援相談員とする。 

 

（協力医療機関等） 

第２５条  施設は、利用者の病状の急変及び事業の提供体制の確保のため、協力医療機関等を以下に定める。 

          ①協力医療機関 

 

 

 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 ヤマザキ歯科医院 

所在地 東京都中野区江古田３－５－５ 

診療科 歯科 

 

  ２  施設は、入所者の病状の急変等に等に備えるため、あらかじめ、次の各号に揚げる要件 

    を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を 

    定める。但し、複数の医療機関を協力医療機関としても定めることにより当該各号の要件 

    を満たすこととしても差し支えない。 

   一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、 

    常時確保していること。 

   二 当該施設からの診療の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保してい 

    ること。 

   三 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の 

医療機関の名称 総合東京病院 

所在地 東京都中野区江古田３－１５－２ 

診療科 内科・外科・整形外科・他 
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    医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受 

け入れる体制を確保していること。 

  ３  施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対 

    応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該施設に係る指定を行った都道府県 

知事に届け出する。 

  ４  施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第１７項に規 

定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう 

に努める。 

  ５  施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種 

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う。 

  ６  施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が 

    軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所させることが 

    できるように努める。 

 

（掲 示） 

第２６条  事業者は、施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、その他利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 

  ２  事業所は、重要事項を記載した書面を当該施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に 

閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

  ３  事業所は、原則として、重要事項をウエブサイドに掲載する。 

 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委 

員会の設置） 

第２７条 施設は、当該施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向 

    上に資する取組の促進を図るため、当該施設における入所者の安全並びに介護サービスの 

    質の確保及び職員の負担軽減に資する方針を検討するための委員会（テレビ電話装置等を 

    活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第２８条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、要介護被保険者に施設を紹介することの対償として、

金品その他の財産上の利益を供与しない。 

２   居宅介護支援事業者またはその従業者から、施設からの退所者を紹介することの代償として、金品

その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

（苦情処理） 

第２９条 入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。         

２  自ら提供したサービスに関して、介護保険法第２３条の規定により、市区町村からの文書の提出・

提示の求め、又は市区町村職員からの質問・紹介に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。

市区町村から指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行う。 

３  サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が介護保険法第１７６条第

１項第２号に基づき行う調査に協力するとともに、自ら提供したサービス関して、国民健康保険団体

連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行う。 

４  第三者評価の実施状況：未実施。 

 

（地域との連携） 

第３０条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。 

 

（事故発生時の対応）           

第３１条 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区市町村、入所者の家族等に連絡を

するとともに、必要な措置を講じる。 
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２ 入所者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を行う。但し、施設の責

に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。 

 

（職員の質の確保） 

第３２条 当事業所職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 

２  当事業所は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保 

 険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を 

 除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる 

 ものとする。 

 

（虐待防止のための措置） 

第３３条 事業所は、虐待防止の適正化を図るため、次の措置を実施する。 

  （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果 

について、担当職員に周知徹底を図る。 

  （２）虐待防止のための指針を整備する。 

  （３）担当職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）虐待等が発生した場合に対し、責任者を選任し相談・報告体制を整える。 

   （５）必要に応じ、成年後見制度利用などの支援を行う。 

  （６）前第３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（身体拘束の適正化） 

第３４条 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を実施する。 

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、 

その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（褥瘡対策等） 

第３５条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しない 

ような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針（別添）を定め、その発生を防止するための体制

を整備する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３６条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に実

施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２  担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 

に実施するものとする。 

３  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

（ハラスメント防止のための措置） 

第３７条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上 

必要かつ相当な範囲を超えたものにより、担当職員の就業関係が害されることを防止するため、次の

措置を実施する。 

  （１）ハラスメント防止のための指針を整備する。 

  （２）担当職員に対し、ハラスメント防止の方針を明確にし、必要な研修を定期的に実施する。 

  （３）ハラスメントが発生した場合の相談責任者を選任し、相談体制を整え適切に対応する。 
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（電磁的記録等） 

第３８条 事業所及び担当職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、副本その他文字、図形等、人の知覚によって認識さる事ができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。）で行う事が規定されている、または想定されるものについては、書面に代え

て当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識する事がで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行う事ができるものとする。 

２  事業所及び担当職員は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、書面で行う事が規定されている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、書面に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認

識することができない方法）によることができるものとする。 

 

（会計の区分）  

第３９条 サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。 

 

（記録の整備）           

第４０条 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２  入所者に対するサービスの提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から２年間保存 

する。 

 

（その他） 

第４１条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人 南東北福祉事業団と施設の

管理者との協議に基づいて定める。 

 

附  則 

 

この規程は、平成１９年４月１日より施行する。 

この規程は、平成２３年９月１日より施行する。 

 この規程は、平成２４年９月１日より施行する。 

 この規程は、平成２５年1月1日より施行する。 

 この規程は、平成２５年5月1日より施行する。 

 この規程は、平成２５年10月1日より施行する。 

この規程は、平成２６年２月1日より施行する。 

この規程は、平成２６年４月1日より施行する。  

 この規程は、平成２７年４月1日より施行する。 

 この規程は、平成30年４月1日より施行する。 

 この規程は、令和元年10月1日より施行する。 

 この規程は、令和２年4月1日より施行する。 

 この規程は、令和２年9月1日より施行する。 

 この規定は、令和３年４月１日より施行する。 

この規定は、令和４年１０月１日より施行する。 

この規定は、令和６年４月１日より施行する。 
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別 表  利用料金等について 

     介護老人保健施設サービス（入所）利用料一覧表 
●介護保険施設サービス費（保険給付の利用者負担分／１日あたり） 

①基本型（～39点） 

      

②加算型（４０～５９点）※在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ（51単位）が加算されます。 

 

    従来型個室 多床室 ユニット型個室 

要介護度 負担割合 単位 利用料 単位 利用料 単位 利用料 

要介護１ 1割負担 717 ¥782 793 ¥865 802 ¥875 

2割負担 ¥1,563 ¥1,729 ¥1,749 

3割負担 ¥2,345 ¥2,593 ¥2,623 

要介護２ 1割負担 763 ¥832 843 ¥919 848 ¥925 

2割負担 ¥1,664 ¥1,838 ¥1,849 

3割負担 ¥2,495 ¥2,757 ¥2,773 

要介護３ 1割負担 828 ¥903 908 ¥990 913 ¥996 

2割負担 ¥1,805 ¥1,980 ¥1,991 

3割負担 ¥2,708 ¥2,970 ¥2,986 

要介護４ 1割負担 883 ¥963 961 ¥1,048 968 ¥1,056 

2割負担 ¥1,925 ¥2,095 ¥2,111 

3割負担 ¥2,888 ¥3,143 ¥3,166 

要介護５ 1割負担 932 ¥1,016 1,012 ¥1,103 1,018 ¥1,110 

2割負担 ¥2,032 ¥2,206 ¥2,220 

3割負担 ¥3,048 ¥3,309 ¥3,329 

③在宅強化型（60～69点） 

     

④超強化型（７０点～）※在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ（51単位）が加算されます。 

    従来型個室 多床室 ユニット型個室 

要介護度 負担割合 単位 利用料 単位 利用料 単位 利用料 

要介護１ 1割負担 788 ¥859 871 ¥950 876 ¥955 

2割負担 ¥1,718 ¥1,899 ¥1,910 

3割負担 ¥2,577 ¥2,848 ¥2,865 

要介護２ 1割負担 863 ¥941 947 ¥1,033 952 ¥1,038 

2割負担 ¥1,882 ¥2,065 ¥2,076 

3割負担 ¥2,822 ¥3,097 ¥3,113 

要介護３ 1割負担 928 ¥1,012 1,014 ¥1,106 1,018 ¥1,110 

2割負担 ¥2,023 ¥2,211 ¥2,220 

3割負担 ¥3,035 ¥3,316 ¥3,329 

要介護４ 1割負担 985 ¥1,074 1,072 ¥1,169 1,077 ¥1,174 

2割負担 ¥2,148 ¥2,337 ¥2,348 

3割負担 ¥3,221 ¥3,506 ¥3,522 

要介護５ 1割負担 1,040 ¥1,134 1,125 ¥1,227 1,130 ¥1,232 

2割負担 ¥2,268 ¥2,453 ¥2,464 

3割負担 ¥3,401 ¥3,679 ¥3,696 
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●加算利用料 

費目 算定

単位 

単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明 

初期加算（Ⅰ） 1 日

に つ

き 

60 ¥66 ¥131 ¥197 次に掲げる基準のいずれかに適合する

施設において、急性期医療を担う医療機

関の一般病棟への入院後 30 日以内に退

院し、入所した物について加算する。※

（Ⅱ）との併算不可。 

・空床状況について、地域医療連携ネッ

トワーク等を通じ地域の医療機関に定

期的に情報を共有すること。 

・空床状況について、施設のウェブサイ

トに定期的に公表するとともに、急性期

の複数医療機関の入退院支援部門に対

し、定期的に情報共有を行っているこ

と。 

初期加算（Ⅱ） 1 日

に つ

き 

30 ¥33 ¥66 ¥99 入所から 30日に限り加算される。 

※（Ⅰ）との併算不可。 

サービス提供体制強化

加算（Ｉ） 

1 日

に つ

き 

22 ¥24 ¥48 ¥72 以下のいずれかに該当する場合。 

①介護福祉士が 80%以上 

②勤続10年以上の介護福祉士が35％以

上 

サービス提供体制強化

加算（Ⅱ） 

1 日

に つ

き 

18 ¥20 ¥40 ¥59 直接介護を提供する職員のうち、介護福

祉士が 60%以上配置されている場合。 

サービス提供体制強化

加算（Ⅲ） 

1 日

に つ

き 

6 ¥7 ¥13 ¥20 以下のいずれかに該当する場合。 

①介護福祉士が 50%以上 

②勤続 7年以上の介護職が 30%以上 

③常勤職員 75%以上 

夜勤職員配置加算 1 日

に つ

き 

24 ¥27 ¥53 ¥79 入所者の数が２０または、その端数を増

すごとに 1 以上の数の夜勤を行う介護

・看護職員を配置している場合。 
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栄養マネジメント強化

加算 

1 日

に つ

き 

11 ¥12 ¥24 ¥36 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の

数を 50（施設に常勤栄養士を 1 人以上

配置し、給食管理を行っている場合は

70）を除して得た数以上配置している場

合。 

短期集中リハビリテー

ション実施加算（Ⅰ） 

1 回

に つ

き 

258 ¥282 ¥563 ¥844 医師の指示を受けた理学療法士、作業療

法士もしくは言語聴覚士が、その入所日

から起算して 3 か月以内の期間に集中

的にリハビリを行った場合であって、か

つ、原則として入所時及び 1ヶ月 1回以

上ADL等の評価を行うとともに、その

評価結果等の情報を厚生労働省に提出

し、必要に応じて計画の見直し行うこ

と。 

短期集中リハビリテー

ション実施加算（Ⅱ） 

1 回

に つ

き 

200 ¥218 ¥436 ¥654 入所日から 3 か月以内の期間に集中的

にリハビリテーションを行った場合。 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算

（Ⅰ） 

1 回

に つ

き 

240 ¥262 ¥524 ¥785 以下の 3つの要件を満たしている場合。 

ア）理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士が適切に配置されていること。 

イ）入所者数が理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士の数に対して適切なもので

あること。 

ウ）入所者が退所後生活する居宅又は社

会福祉施設等を訪問し、把握した生活環

境を踏まえたリハビリテーション計画

を作成していること。 

（1週間に 3回を限度。算定期間は入所

後 3ヶ月以内） 

認知症短期集中リハビ

リテーション実施加算

（Ⅱ） 

1 回

に つ

き 

120 ¥131 ¥262 ¥393 認知症短期集中リハビリテーション実

施加算（Ⅰ）のア及びイに該当するもの

であること。 

（1週間に 3回を限度。算定期間は入所

後 3ヶ月以内） 
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リハビリテーションマ

ネジメント計画書情報

加算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

53 ¥58 ¥116 ¥174 以下の要件を満たしている場合。 

ア）リハビリテーション計画書の内容等

の情報を厚生労働省に提出しているこ

と。必要に応じて内容を見直す等、実施

に当たって当該情報その他リハビリテ

ーションの適切かつ有効な情報を活用

する。 

イ）口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マ

ネジメント加算を算定すること。 

ウ）医師をはじめ他職種がリハビリテー

ション計画の内容等の情報その他リハ

ビリの適切かつ有効な実施のために必

要な情報、口腔の健康状態に関する情報

及び栄養状態に関する情報を相互に共

有すること。 

エ）共有した情報を踏まえ、必要に応じ

て見直しを行い、見直し内容について多

職種で共有すること。 ※（Ⅰ）と（Ⅱ）

併用不可。 

リハビリテーションマ

ネジメント計画書情報

加算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

33 ¥36 ¥72 ¥108 以下の 2つの要件を満たしている場合。 

ア）リハビリテーション実施計画を入所

者または、その家族等に説明し、継続的

にリハビリテーションの質を管理して

いる。 

イ）入所者ごとのリハビリテーション実

施計画の内容等の情報を厚生労働省に

提出し、リハビリテーションの提供に当

たって、造外情報その他リハビリテーシ

ョンの適切かつ有効な実施のために必

要な情報を活用している。 

※（Ⅰ）と（Ⅱ）併用不可。 
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科学的介護推進体制加

算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

40 ¥44 ¥88 ¥131 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔

機能、認知症の状況その他の入所者の心

身の状況等にかかる基本的な情報を厚

生労働省に提出している場合。かつ、必

要に応じてサービス計画を少なくとも3

月に 1回見直すなど、サービスの提供に

当たって前述の情報を活用している場

合。 

科学的介護推進体制加

算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

60 ¥66 ¥131 ¥197 （Ⅰ）に加えて、疾病の状況や薬剤情報

等の情報を厚生労働省に提出している

場合。 

自立支援推進加算 1 か

月 に

つき 

300 ¥327 ¥654 ¥981 以下の全ての要件を満たしている場合。 

ア）医師が入所者ごとに、自立支援のた

めに特に必要な医学的評価を入所時に

行うと共に、少なくとも 3月に 1回医学

的評価の見直しを行い、自立支援にかか

る支援計画等の策定等に参加している。 

イ）アの医学的評価の結果、特に自立支

援のための対応が必要であるとされる

者ごとに、多職種が共同して、自立支援

にかかる支援計画を策定し、支援経過に

従ったケアを実施している。 

ウ）アの医学的評価に基づき、少なくと

も 3月に 1 回、入所者ごとに支援計画を

見直している。 

エ）アの医学的評価の結果等を厚生労働

省に提出し、活用している。 

療養食加算 1 食

に つ

き 

6 ¥7 ¥13 ¥20 医師の発行する食事箋に基づき、療養食

を提供した場合。 
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再入所時栄養連携加算 1 回

に つ

き 

200 ¥218 ¥436 ¥654 医療機関から施設への再入所者であっ

て、特別食等を必要とする者。 

栄養に関する指導又はカンファレンス

に同席し(※)、医療機関の管理栄養士と

連携して、再入所後の栄養ケア計画を作

成する。 

※テレビ電話装置等を活用して参加す

ることも可。 

経口維持加算（Ｉ） 1 か

月 に

つき 

400 ¥436 ¥872 ¥1,308 水飲みテストや頚部聴診法等により誤

嚥が認められる利用者に対し、経口維持

計画を作成し、経口摂取を維持するため

の管理を行っている場合。 

経口維持加算（Ⅱ） 1 か

月 に

つき 

100 ¥109 ¥218 ¥327 経口維持計画を作成し、経口摂取を維持

するための管理を行っている場合。 

経口移行加算 1 日

に つ

き 

28 ¥31 ¥61 ¥92 経口維持計画を作成し、経管栄養から経

口摂取を進めるための栄養管理を行っ

ている場合。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 1 か

月 に

つき 

90 ¥99 ¥197 ¥295 施設の従業者又は歯科医師もしくは歯

科医の指示を受けた歯科衛生士が施設

入所時及び入所後の定期的な口腔の健

康状態の評価を実施すること。 

技術的助言及び指導又は航空の健康状

態の評価を行う歯科医師もしくは歯科

医の指示を受けた歯科衛生士において

は、当該施設との連携について、実地事

項等を文書で取り決め行うこと。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 1 か

月 に

つき 

110 ¥120 ¥240 ¥360 （Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理

にかかる計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施

に当たって、当該情報その他口腔衛生等

の管理の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用している場合。 
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褥瘡マネジメント加算

（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

3 ¥4 ¥7 ¥10 以下の要件を満たした場合。 

ア）入所者ごとに入所開始時に褥瘡の有

無を確認し、褥瘡の発生と関連のあるリ

スクについて評価し、その後少なくとも

3月に 1回評価する。 

イ）確認及び評価の結果等の情報を厚生

労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当た

って、当該情報その他褥瘡管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活

用していること。 

ウ）アの確認の結果褥瘡が認められ、又

はアの評価の結果褥瘡が発生するリス

クがあるとされた入所者ごとに、医師を

はじめ他職種が共同して褥瘡管理に関

する褥瘡ケア計画を作成する。 

エ）褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施

するとともに、管理内容や状態について

定期的に記録すること。 

オ）アの評価に基づき 3月に 1回見直し

すること。 

褥瘡マネジメント加算

（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

13 ¥15 ¥29 ¥43 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、施設

入所時の評価の結果、褥瘡の認められた

入所者について当該褥瘡が治癒したこ

と、又は褥瘡が発生するリスクがあると

された入所者について、褥瘡の発生がな

い場合。 

※（Ⅰ）との併算不可。 
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排泄支援加算（Ⅰ） 1 か

月 に

つき 

10 ¥11 ¥22 ¥33 以下の要件を全て満たしている場合。 

ア）排せつに介護を要する利用者ごと

に、要介護状態の軽減の見込みについ

て、医師または、医師と連携した看護師

が施設入所時に評価するとともに少な

くとも 3月に 1回、評価を行い、その評

価結果等を厚生労働省に提出し、その情

報等を活用している。 

イ）アの評価の結果、適切な対応を行う

ことにより、要介護状態の軽減が見込ま

れるものについて、医師、看護師、介護

支援専門員等が共同して、排泄に介護を

要する原因を分析し、それにも度付いた

支援計画を作成し、支援を継続してい

る。 

ウ）少なくとも 3月に 1回、入所者ごと

に支援計画を見直している。 

排泄支援加算（Ⅱ） 1 か

月 に

つき 

15 ¥17 ¥33 ¥49 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、要介

護状態の軽減が見込まれるものについ

て、「施設入所時と比較して、排尿・排

便の状態の少なくとも一方が改善する

とともに、いずれにも悪化がない」場合。

「おむつ使用から使用なしに改善した」

場合。利用開始時に「尿道カテーテルが

留置されていた者につき抜去された」場

合。 

排泄支援加算（Ⅲ） 1 か

月 に

つき 

20 ¥22 ¥44 ¥66 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、要介

護状態の軽減が見込まれるものについ

て、「施設入所時と比較して、排尿・排

便の状態の少なくとも一方が改善する

とともに、いずれにも悪化がない」場合、

利用開始時に「尿道カテーテルが留置さ

れていた者につき抜去された」場合、か

つ「オムツ使用ありから使用なしに改善

している」場合。 
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若年性認知症受入加算 1 日

に つ

き 

120 ¥131 ¥262 ¥393 若年性認知症利用者を受け入れ、個別に

担当者を定めて、ニーズに応じたサービ

スを提供した場合。 

認知症情報提供加算 1 回

に つ

き 

350 ¥382 ¥763 ¥1,145 認知症の確定診断を促進し、認知症疾患

医療センター等に紹介した場合。 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 

1 日

に つ

き 

200 ¥218 ¥436 ¥654 医師が、認知症の行動・心理症状が認め

らるため在宅での生活が困難であり、緊

急に入所することが適当であると判断

した者に対し施設サービスを行った場

合。（入所日から 7日を限度とする） 

外泊時費用 1 日

に つ

き 

362 ¥395 ¥789 ¥1,184 居宅において外泊された場合。（1 か月

に 6日を限度とする） 

入所前後訪問指導加算

（Ｉ） 

1 回

に つ

き 

450 ¥491 ¥981 ¥1,472 入所予定日前 30 日以内または入所後 7

日以内に居宅を訪問し、早期退所に向け

た施設サービス計画の策定及び診療方

針を決定した場合。 

入所前後訪問指導加算

（Ⅱ） 

1 回

に つ

き 

480 ¥524 ¥1,047 ¥1,570 入所予定日前 30 日以内または入所後 7

日以内に居宅を訪問し、早期退所に向け

た施設サービス計画の策定及び診療方

針の決定にあたり、生活機能の具体的な

改善目標を定めるとともに、退所後の生

活にかかる支援計画を策定した場合。 

試行的退所時指導加算 1 回

に つ

き 

400 ¥436 ¥872 ¥1,308 入所期間が 1 か月を超える入所者が試

行的に退所する場合において、当該入所

者及びその家族等に対して、退所後の療

養の指導を行った場合。 

退所時情報提供加算

（Ⅰ） 

1 回

限り 

500 ¥545 ¥1,090 ¥1,635 居宅へ退所する入所者について、主治医

に対して診療状況、心身の状況、生活歴

を示す情報を提供した場合に、1回に限

り算定する。 

退所時情報提供加算

（Ⅱ） 

1 回

限り 

250 ¥273 ¥545 ¥818 医療機関へ退所する入所者について、医

療機関に対して診療状況、心身の状況、

生活歴を示す情報を提供した場合に、1

回に限り算定する。 
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退所時栄養情報連携加

算 

1 回

限り 

70 ¥77 ¥153 ¥229 特別食（腎臓食、糖尿病食など）を必要

とする入所者又は低栄養状態にあると

医師が判断した入所者に対し、管栄養士

が退所先の医療機関に対して栄養管理

に関する情報を提供する場合に、1回に

限り算定する。 

入退所前連携加算（Ⅰ） 1 回

限り 

600 ¥654 ¥1,308 ¥1,962 入所予定日前30日以内または入所後30

日以内に、入所者が退所後に利用を希望

する居宅介護支援事業所と連携し、入所

者の同意を得て、退所後の居宅サービス

等の利用方針を定めた場合。 

入退所前連携加算（Ⅱ） 1 回

限り 

400 ¥436 ¥872 ¥1,308 入所期間 1 ヶ月を超える入所者が退所

し、居宅サービス等を利用する場合、居

宅介護支援事業所への情報提供と連携

調整を行った場合。 

かかりつけ医連携薬剤

調整加算（Ⅰ）イ 

1 回

限り 

140 ¥153 ¥306 ¥458 以下の要件を満たしている場合。 

ア）施設の医師又は薬剤師が、高齢者の

薬物法に関する研修を受講する。 

イ）入所 1か月以内に、状況応じて処方

内容を変更する可能性があることにつ

いて主治医に説明し、合意しているこ

と。 

ウ）入所前に当該入所者に 6種類以上の

内服薬が処方されており、施設の医師と

主治医が共同し、入所中に処方内容を総

合的に評価及び調整し、かつ、療養情必

要な指導を行うこと。 

エ）入所中に当該入所者の処方内容に変

更があった場合は、医師、薬剤師、看護

師等の関係職種間で情報共有し、変更後

の状態等について、多職種で確認を行う

こと。 

オ）入所時と退所時の処方内容に変更が

ある場合は変更の経緯、変更後の状態に

ついて、退所時又は退所後 1か月以内に

主治医に情報提供を行いその内容を診

療録に記載していること。 
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かかりつけ医連携薬剤

調整加算（Ⅰ）ロ 

1 回

限り 

70 ¥77 ¥153 ¥229 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ

の要件ア、エ、オ、に掲げる基準のいず

れにも適合していること。 

入所前に 6 種類以上の内服薬が処方さ

れていた入所者について、施設におい

て、服用薬剤の総合的な評価及び調整を

行い、かつ、療養上必要な指導を行うこ

と。 

かかりつけ医療連携薬

剤調整加算（Ⅱ） 

1 回

限り 

240 ¥262 ¥524 ¥785 （Ⅰ）を算定しており、入所者の服薬情

報等を厚生労働省に提出し、処方に当た

って、当該情報その他薬物療法の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活

用している場合。 

かかりつけ医療連携薬

剤調整加算（Ⅲ） 

1 回

限り 

100 ¥109 ¥218 ¥327 （Ⅰ）、（Ⅱ）を算定しており、6種類以

上の内服薬が処方されている入所者に

対し、入所中に処方内容を介護老人保健

施設の医師とかかりつけ医が共同し、総

合的に評価調整し、介護老人保健施設の

入りが、入所時に内服薬の種類を 1種類

以上減少させた場合。 

訪問看護指示加算 1 回

限り 

300 ¥327 ¥654 ¥981 老健の医師が訪問看護師辞書を交付し

た場合。 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ｉ） 

1 日

に つ

き 

51 ¥56 ¥111 ¥167 在宅復帰・在宅療養支援等の指標が 40

点以上である場合。（加算型） 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 

1 日

に つ

き 

51 ¥56 ¥111 ¥167 在宅復帰・在宅療養支援等の指標が 70

点以上である場合。（超強化型） 

緊急時治療管理 1 日

に つ

き 

518 ¥565 ¥1,130 ¥1,694 緊急医療必要時、施設で応急的な治療管

理を行った場合。 

特定治療 対 応

時 

  ¥0 ¥0 ¥0 やむをえない事情により施設で行われ

た特定の処置や手術等について診療報

酬に準じて算定される。 
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所定疾患施設療養費

（Ｉ） 

1 日

に つ

き 

239 ¥261 ¥521 ¥782 肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・

慢性心不全について、施設内で投薬、検

査、注射、処置等を行った場合。（1 回

につき連続する 7 日間を限度として算

定する） 

所定疾患施設療養費

（Ⅱ） 

1 日

に つ

き 

480 ¥524 ¥1,047 ¥1,570 肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・

慢性心不全について、施設内で投薬、検

査、注射、処置等を行った場合で介護老

人保健施設の医師が感染症対策に関す

る研修を受けている場合。（1 回につき

連続する 10 日間を限度として算定す

る） 

地域連携診療計画情報

提供加算 

1 回

に つ

き 

300 ¥327 ¥654 ¥981 大腿骨頸部骨折又は脳卒中について、医

科診療報酬の所定の点数を算定して保

険医療機関を退院した入所者に対し、地

域連携診療計画に基づいて作成された

診療計画に基づき、入所者の治療等を行

うとともに、入所者の同意を得た上で、

当該退院した日の属する月の翌月まで

に、地域連携診療計画管理料を算定する

病院に診療情報を文書により提供した

場合。（１回を限度） 

ターミナルケア加算 

（死亡日 45 日前〜31

日前） 

1 日

に つ

き 

72 ¥79 ¥157 ¥236 以下の 3 つの要件を満たしている入所

者であること。 

・医師が一般的に認められている医学的

知見に基づき回復の見込みがないと診

断した者。 

・入所者又は家族の同意を得て、ターミ

ナルケアに係る計画が作成されている

こと。 

・医師をはじめ多職種が共同して、状態

又は家族の求め等に応じ随時説明を行

い、同意を得てターミナルケアが行われ

ていること。 

ターミナルケア加算 

（死亡日 30 日～4 日

前） 

1 日

に つ

き 

160 ¥175 ¥349 ¥524 

ターミナルケア加算 

（死亡日前々日、前日） 

1 日

に つ

き 

910 ¥992 ¥1,984 ¥2,976 

ターミナルケア加算 

（死亡日） 

1 日

に つ

き 

1,900 ¥2,071 ¥4,142 ¥6,213 
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安全対策体制加算 入 所

時 に

１回 

20 ¥22 ¥44 ¥66 施設において以下の要件を満たすこと。 

・事故防止のための指針整備すること。 

・事故報告、再発防止策の掲示・周知徹

底。 

・事故防止を目的とした委員会・研修の

実施。 

・事故防止対策の担当者の選定・配置。 

協力医療機関連携加算 1 か

月 に

つき 

100 

 

令和 

6年～ 

¥109 ¥218 ¥327 以下の 3つの要件を満たしている場合。 

ア）入所者等の病状が急変した場合等に

おいて、医師又は看護師が相談対応を行

う体制を常時確保していること。 

イ）施設から診療の求めがあった場合に

おいて、診療を行う体制を常時確保して

いること。 

ウ）入所者等の病状が急変した場合等に

おいて、入院を要すると認められた入所

者等の入院を原則として受け入れる体

制を確保していること。 

50 

 

令和 

7年～ 

¥55 ¥109 ¥164 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

10 ¥11 ¥22 ¥33 感染症法に規定する第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応を行う体制を確保すること。協力

医療機関等との間で一般的な感染症の

発生時等の対応を取り決めるとともに、

協力医療機関と連携し適切に対応する

こと。感染症対策向上加算又は外来感染

対策向上加算の係る届け出を行った医

療機関又は地域の医師会が定期的に行

う院内感染に関する研修又は訓練に 1

年に 1回以上参加すること。 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

5 ¥6 ¥11 ¥17 感染症対策向上加算に係る届け出を行

った医療機関から、3年に 1回以上施設

内で感染者が発生した場合感染症制御

等に係る実地指導を受けること。 
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新興感染症等施設療養

費 

1 日

に つ

き 

240 ¥262 ¥524 ¥785 厚生労働大臣が定める感染症に感染し

た場合に相談対応、診療、入院調整行う

医療機関を確保し、かつ当該感染症に感

染した入所者等に対し、適切な感染対策

を行った上で、該当する介護サービスを

行った場合。（月に 1回、連続する 5 日

を限度として算定する） 

生産性向上推進体制加

算（Ⅰ） 

1 か

月 に

つき 

100 ¥109 ¥218 ¥327 （Ⅱ）の要件を満たし、データにより成

果が確認されていること。 

見守り機器等のテクノロジーを複数導

入すること。 

職員間の適切な役割分担（介護助手の活

用等）の取り組みを行うこと。 

生産性向上推進体制加

算（Ⅱ） 

1 か

月 に

つき 

10 ¥11 ¥22 ¥33 利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の開催や必

要な安全対策を講じた上で、生産性向上

ガイドラインに基づいた改善活動を継

続的に行っていること。見守り機器等の

テクノロジーを 1つ以上導入すること。

1年以内ごとに 1回、業務改善の取り組

みによる効果を示すデータの提供(オン

ライン)を行うこと。 

介護職員処遇改善加算

Ｉ 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に届け出た場合に、1 か月

において算定した単位数の 1000分の 39に相当する単位数。 

介護職員等特定処遇改

善加算Ⅰ 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、一定の条件をみたし、都道府県知事に届

け出た場合に、1か月において算定した単位数の 1000分の 21に相当する単位数。 
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介護職員等特定処遇改

善加算Ⅱ 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、一定の条件をみたし、都道府県知事に届

け出た場合に、1か月において算定した単位数の 1000分の 17に相当する単位数。 

介護職員等ベースアッ

プ等支援加算 

（※令和 6 年 5 月 31

日まで） 

1 か

月 に

つき 

介護職員等の賃金改善等を実施しているものとして、都知事に届け出た場合に、1 か月におい

て算定した単位数の 0.8％に相当する単位数。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅰ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

介護職員等の確保に向けて処遇改善のため推進されるもの。Ⅱに加え、介護職員等の処遇改善

について一定の要件を満たした場合に、1ヶ月において算定した単位数の 7.5％を乗じる。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅱ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

Ⅲに加え、介護職員等の処遇改善について一定の要件を満たした場合に、1 ヶ月において算定

した単位数の 7.1％を乗じる。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅲ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

Ⅳに加え、介護職員等の処遇改善について一定の要件を満たした場合に、1 ヶ月において算定

した単位数の 5.4％を乗じる。 

介護職員等処遇改善加

算Ⅳ 

（※令和 6年 6月 1 日

から） 

1 か

月 に

つき 

介護職員等の確保に向けて処遇改善のため推進されるもの。処遇改善について一定の要件を満

たした場合に、1ヶ月において算定した単位数の 4.4％を乗じる。 

業務継続計画未実施減

算 

（令和7年3月31日ま

で経過措置あり） 

感染症や非常災害の発生時において、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、

業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務

継続計画が未策定の場合、基本報酬（所定単位数の１００分の３に相当する単位数）を減算します。 

高齢者虐待防止未実施

減算 

（令和7年3月31日ま

で経過措置あり） 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を

定めること）が講じられていない場合に、基本報酬（所定単位数の１００分１に相当する単位数）を減

算します。 
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●居住費・食費（１日あたり） 

費  目 第１段階 第２段階 第３段階① 第 3段階② 第４段階 

居住費 

多 床 室 0円 370円 370円 370円 377円 

従来型個室 490円 490円 1,310円 1,310円 1,668円 

ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円 

食  費 300円 390円 650円 1,360円 1,900円 

 

 

※但し、居住費・食費については令和 6年 8月から下記の表を適用する。 

 

●居住費・食費（１日あたり） 

費  目 第１段階 第２段階 第３段階① 第 3段階② 第４段階 

居住費 

多 床 室 0円 430円 430円 430円 437円 

従来型個室 550円 550円 1,370円 1,370円 1,728円 

ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,370円 2,066円 

食  費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,900円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特別な室料（1日） 

費  目 金  額 

従来型個室（さくら･ぷらたなすの個室） 2750円 

ユニット型個室（いちょう･はなみずき） 3300円 

※居住費とは別にお支払いいただきます。尚、外泊時にも室料をいただきます。 
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●日常生活費 １日 100円 

施設サービスの提供において供与される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる経費であって入所者

等に負担させることが適当と認められるもの。（内訳は次頁参照） 

日常生活費（内訳） 
    

品目 単位 単価 1日使用量 1日 

ティッシュペーパー 1箱（180組 360枚） 83円 0.15箱 12.5円 

ペーパータオル 1ケース（200枚） 126円 35枚 22.1円 

除菌ケアタオル 1ロール（30ｍ） 682.5円 150ｃｍ 34. 

1円 

ベビーローション 1本（125ｍｌ） 500円 8.5ｍｇ 9.7円 

   小計  78.4円 

 

＜口腔ケア用品内訳＞ 

    

Ａセット（自歯のみ） 単位 単価 1日使用量 1日 

歯ブラシ 1本 140円 0.03本 4.2円 

歯間ブラシ 1箱（8本） 480円 0.14本 8.4円 

歯磨き粉 1本（30ｇ） 86円 4ｇ 11.5円 

   小計  24.1円 

     

Ｂセット（自歯＋義歯） 単位 単価 1日使用量 1日 

歯ブラシ 1本 140円 0.03本 4.2円 

歯磨き粉 1本（30ｇ） 86円 4ｇ 11.5円 

義歯洗浄剤 1箱（48錠） 520円 1個 10.8円 

   小計  26.5円 

     

Ｃセット（総義歯） 単位 単価 1日使用量 1日 

義歯用ブラシ 1本 600円 0.03本 18円 

義歯洗浄剤 1箱（48錠） 520円 1個 10.8円 

   小計  28.8円 

     

Ｄセット（自歯・義歯なし） 単位 単価 1日使用量 1日 

コンクールF 1本（100ｍｌ） 916円 3.2ｍｌ 29.5円 

   小計  29.5円 

     

 ①口腔ケア用品以外の物品代合計   78.4 円 

 ②口腔ケア用品代（Ａ～Ｄのうち、最低料金であるＡセットの金額） 24.1 円 

   1日 合計 

  ①＋②＝ 102.5円 

                  上記により、日常生活費を 1日 100円と設定する。 

 

※上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。 

※その他、健康管理費、理美容費、文書料（3300円）、複写物（白黒：10円/1枚 カラー：50円/1枚）は実費となります。 
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別 紙 

個人情報の利用目的 

 

    介護老人保健施設 リハビリテーションセンター江古田の森は、利用者または家族の尊厳を守り安全に配

慮する施設理念の下、お預りしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設・事業所が利用者様等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設・事業所の管理運営業務のうち、 

－入退所等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設・事業所が利用者様等に提供する介護サービスのうち、 

－利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等 

との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

－利用者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－検体検査業務の委託その他の業務委託 

－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち、 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設・事業所の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設・事業所の管理運営業務のうち、 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当施設・事業所において行われる学生の実習への協力 

－当施設・事業所において行われる事例研究 

 

〔学会・出版物等への発表〕 

－特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、 

氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本 

人の同意を得る。 

 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・ 当施設・事業所の管理運営業務のうち、 

－外部監査機関への情報提供 

 

 


